
使用料・手数料の見直しフロー 

 

 

 

大磯町行政経営プラン（平成 28 年度～令和 2 年度）に基づき実施 

（１） 歳入確保の取組み 

② 受益者負担の適正化 

〇 公共施設等の使用料・手数料の見直し 

受益者負担の原則に基づく公共施設等の使用料及び手数料の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

庁内検討会議設置：平成 31年 2月 

令和 2年 4月 1日施行 

（利用者への周知） 

（政策会議へ報告）10月 

（議会説明） 

（行革推進委員会）11月 

消費税率 10%（令和元年 10月 1日）引上げへの対応 

 

（行革推進委員会）11月 

 

平成 30年度中の取組み 

・見直し方針に基づく作業

スケジュールの確認 

・各課対象項目の調査 

・その他、基本事項の整理 

関係条例の一部改正 

令和元年 12月議会 

「（仮称）使用料・手数料等の見直し

に関する基本方針」 

（行革推進委員会）3月 

 

（政策会議）4月 

（議会説明）5月 

【視点】 

・対象とする使用料等 

・消費税増税分の算定方法 

・見直しの時期 

【視点】 

・算定根拠の明確化 

・受益者負担割合の明確化 

・減免対象範囲の標準化 

・定期的な見直しサイクル 

平成 31年 4月 

検討開始 
消費税転嫁分への対応 継続見直しのための統一基準作成 

（パブコメ）6月 

（政策会議）7月 

第五次総合計画及び 

行政経営プランへ反映 

資料２－２ 


